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(注) 指標の区分（考え方）

「手段」によって、「対象がどのように変化したか」を表す「成果指標」の設定が重要。

久御山町 施策評価シート （令和 5 年度実施）

施策名(節)： 計画的土地利用（新市街地整備課）

１．施策の基礎情報 <Plan> 担当課 新市街地整備課

章 第２章　人と企業が定着したくなる基盤を整えます

節 第１節　計画的土地利用

施策の実施期間 平成 28 年度 ～ 令和 7 年度

①計画的な土地利用の推進　②新たな市街地整備の推進
③良好な市街地環境の形成・保全　④住民合意のまちづくりの推進

２．施策の指標 <Do>
H 27 R 2 R 3 R 4 R 7

当初実績 総計中間目標 実績値 実績値 総計目標

５次総計目標 地区計画箇所数 箇所 7 9 9 9 11 

成果指標 市街地の面積（市街化編入した面積） ㏊ 405.9 ― 423.6 423.6 464.6 

成果指標 人口（住民基本台帳　人口動態より） 人 16,332 ― 15,555 15,464 16,000 

・・・指標を設定し、この施策では、どのような「手段(事業)」によって「対象」にはたらきかけ、「対象をどのようにしたいか」を明確に。

３．施策の事務事業費 <Do> （千円）

令和 3 年度　決算額 61,960 

令和 4 年度　決算額　　（a） 58,106 

令和 5 年度　予算額　　（b） 171,076 

４．施策の評価 <Check>

前年度（令和 4 年度）評価 Ｂ
Ａ： 達成されている。　　B： 概ね達成されている。　　C： あまり達成されていない。
D： 達成されていない。　　＊： 指標が設定できないため一概に評価できない。

＜観点＞　
前年度の取組結果（指標）について、前々年度実績値に対する『前年度評価』と、総合計画目標年次（H37）目標値に対する『長期評価』の２つの視点
から、成果目的と指標のそれぞれ達成されている理由、達成されていない理由について記入する。　

前年度（令和 4 年度）評価 Ｂ
Ａ： 妥当である。　　B： 概ね妥当である。
C： 一部不十分であり見直しの必要がある。　　Ｄ： 不十分であり見直しの必要がある。

＜観点＞　 成果目的・指標の達成度から、事務事業の構成・内容が妥当かどうか、見直しが必要な点などについて記入する。

総合計画上の
位 置 付 け

成　果　目　的
（総合計画基本方針）

　都市の健全な発展と秩序ある市街地整備を推進するため、農業等との調和を図りつつ、計画的な土地
利用を推進します。
　地域の活性化と定住促進に向けて新たな市街地整備を推進します。
　住民や企業と連携した良好な市街地環境の形成・保全を推進します。
　適切な都市づくりのため、「久御山町都市計画マスタープラン」を推進します。

第５次総合計画
策定時の課題

　本町は、国道1号など充実した広域幹線道路網の交通基盤を活用し、農業との調和を図りつつ、工場
等の諸産業の進出や住宅地の開発により発展してきました。近年では、第二京阪道路や京滋バイパス
等が整備され、その交通結節点には商業核が形成されるなど、地域特性を生かした新たな土地利用も
進んでいます。その一方、既存の市街化区域内では概ね都市的土地利用が図られており、新たな開発
用地がない状況にあります。
　本町の人口は、昭和60年をピークに減少を続けていますが、世帯数については、核家族世帯や単独
世帯が近年では増加しています。また、20歳から30歳代の町外への転出も多く、定住化を促すための住
み替え需要や世帯分離などの受け皿となる新たな住宅地の確保が求められています。
　既存の工場等企業の事業拡大に対応するとともに、安定した雇用や税収を増やすための地域産業の
維持・活性化に向けた新たな産業用地の確保が求められています。

総合計画基本計画（項目）

主な事務事業の
取組内容

　新市街地(みなくるタウン)整備事業において、産業立地促進ゾーンの農振白地区域を第１期整備地区
として土地区画整理準備組合を設立し、京都府への事業認可申請を行い、本組合設立を目指して先行
して取り組む。また、第２期整備地区及び住街区促進ゾーン先行エリアにおいても、地権者組織であるま
ちづくり協議会を設立し、事業推進に向けて地権者の合意形成を図る。

施策指標名（算定式） 単位

成果目的
と指標の
達成度

　新市街地(みなくるタウン)整備事業において、産業立地促進ゾーン第１期整備地区については、土地区画整理準備
組合を設立し、組合と業務代行予定者の間で事業協力協定を締結した。また、産業立地促進ゾーン第２期整備地区に
ついては、地権者組織であるまちづくり協議会を設立し、地権者に対し、将来的な土地の利活用について調査を行うと
ともに、事業について業務代行方式で進めることで承認を得た。さらに、住街区促進ゾーン先行エリアについては、地権
者に対して、将来的な土地の利活用などについて個別面談を行った。

事務事業の
構成・内容
の妥当性

　都市計画マスタープランに位置付けている産業立地促進ゾーン及び住街区促進ゾーンについては、土地利用の推進
に向けた取組を進めていることからも、概ね妥当と考える。



５．施策の今後の方向性 <Action>
＜観点＞　 社会情勢や法制度の変化を踏まえ、今後発生が予測される課題について記入する。

＜観点＞　 今後発生が予測される課題への対策や方針について記入する。

　（ 参 考 ）

 施策を構成する事務事業の取組方針等
（千円）

令和 4 年度 令和 5 年度

決算額
（人件費含むﾌﾙｺｽﾄ）

予算額 取組方針

58,106 

(65,606)

（a） 58,106 

(65,606)

（注）　「施策を構成する事務事業の取組方針等」の選択肢等について
 ＜区分1＞
　　法定受託： 法定受託事務（法律・政令により市町村等が処理することとされる事務）
　　義務自治： 義務的自治事務（法定受託事務以外の事務で、法令による定めがある事務）
　　任意自治： 任意の自治事務（法令による定めが特になく、条例・要綱・規則等による事務）

 ＜区分2＞
　　政策： 政策的事務事業（投資的事務事業、住民へのアピール度が高い事務事業）
　　経常： 経常的事務事業（主に義務的、経常的に行われている事務事業）
　　施設： 建物施設の整備・維持管理事業　　ｲﾝﾌﾗ： インフラ施設の整備・維持管理事業
＜人件費含むフルコスト（決算額）＞　　事務事業に要した概算の人件費を含めた決算額

今後発生が
予測される

課　　題

　新市街地(みなくるタウン)整備において、産業立地促進ゾーンの第１期整備地区だけでなく、第２期整備地区や
住街区促進ゾーン先行エリアについても、地権者組織によるまちづくり協議会が設立され、同時に複数地区におけ
るまちづくりを進めている状況である。その中で、土地区画整理事業を進める上で、地権者の100％同意を目標に
取りまとめるとともに、都市計画決定や農地転用などにおける京都府との調整、地区間での相互連携を図る必要が
ある。

施策の方向性

　新市街地(みなくるタウン)整備については、前述のとおり、産業立地促進ゾーンの第１期整備地区から先行して進
めており、令和６年度の土地区画整理組合の設立を目指していく。また、第２期整備地区及び住街区促進ゾーン
の先行エリアについては、土地区画整理事業を業務代行方式で進めるとともに、令和５年度内の土地区画整理準
備組合の設立に向けて事業の推進を図る。さらに、将来的な線引き見直し（市街化編入）のタイミングを見計らい、
都市計画・農林部局との調整、道路交通網の整備等、関係機関との調整を行うとともに、３地区の地区間において
も相互連携を図っていく。

事務事業名 区分1 区分2
事務事業の概要

（実施計画）

①
都市計画推進事業
（新市街地整備）

義務自治 ｲﾝﾌﾗ

　まちの総合的な土地利用を進める
ため、第５次総合計画及び都市計画
マスタープランに基づき、計画的かつ
適正な都市計画を推進する。
　平成29年度以降においては、産業
立地促進ゾーン及び住街区促進ゾー
ンにおける土地利用計画案の作成や
事業手法の検討を実施している。産
業立地促進ゾーンの第１期整備地区
においては、土地区画整理準備組合
が設立され、組合と業務代行予定者
と連携し、事業認可申請や本組合設
立に向けて事業を進めているところで
ある。また、第２期整備地区及び住街
区促進ゾーン先行エリアでは、地権
者組織である「まちづくり協議会」が設
立され、地権者調整を図るとともに事
業計画素案の作成を進めていく。

171,076 Ｂ

　新市街地(みなくるタウン)整備に
ついて、産業立地促進ゾーンの農
振白地地区である第１期整備地区
については、事業計画の定款など
を作成し、次年度以降の事業認可
申請や本組合設立に繋げていく。
また、産業立地促進ゾーンの第２
期整備地区及び住街区促進ゾー
ンの先行エリアについては、第１期
整備地区と同様、業務代行方式と
して土地区画整理事業を進めると
ともに、準備組合の設立を目指し
ていく。

②

③

決算額・予算額　計 171,076 （b）

　＜取組方針＞　
　　新： 新規事業
　　Ａ： 拡充（予算や人員等を拡充し、事業を拡大）　　
　　Ｂ： 現状維持（事業内容や規模を前年度と同じレベルで実施）　
　　Ｃ： 見直しのうえ継続（手法や予算を部分的に見直すが、目標成果は維持）
　　Ｄ： 縮小（予算含め、事業内容や規模を縮小）
　　Ｅ： 統合（今後、他事務事業と統合）　
　　Ｆ： 終了・休止・廃止



【 】

【 】

【 】

【 】

【 】

(注) 指標の区分（考え方）

「手段」によって、「対象がどのように変化したか」を表す「成果指標」の設定が重要。

久御山町 施策評価シート （令和 5 年度実施）

施策名(節)： 計画的土地利用（建設課）

１．施策の基礎情報 <Plan> 担当課 建設課

章 第２章　人と企業が定着したくなる基盤を整えます

節 第１節　計画的土地利用

施策の実施期間 平成 28 年度 ～ 令和 7 年度

①計画的な土地利用の推進　②新たな市街地整備の推進
③良好な市街地環境の形成・保全　④住民合意のまちづくりの推進

２．施策の指標 <Do>
H 27 R 2 R 3 R 4 R 7

当初実績 総計中間目標 実績値 実績値 総計目標

５次総計目標 地区計画箇所数　(新市街地整備課) 箇所 7 9 9 9 11 

活動指標 地籍調査着手面積 k㎡ 0 0.3 0.9 1.0 0.4 

活動指標 空き家の件数（年度末時点） 件 － 16 28 28 12 

・・・指標を設定し、この施策では、どのような「手段(事業)」によって「対象」にはたらきかけ、「対象をどのようにしたいか」を明確に。

３．施策の事務事業費 <Do> （千円）

令和 3 年度　決算額 22,979 

令和 4 年度　決算額　　（a） 21,256 

令和 5 年度　予算額　　（b） 23,277 

４．施策の評価 <Check>

前年度（令和 4 年度）評価 Ｂ
Ａ： 達成されている。　　B： 概ね達成されている。　　C： あまり達成されていない。
D： 達成されていない。　　＊： 指標が設定できないため一概に評価できない。

＜観点＞　
前年度の取組結果（指標）について、前々年度実績値に対する『前年度評価』と、総合計画目標年次（H37）目標値に対する『長期評価』の２つの視
点から、成果目的と指標のそれぞれ達成されている理由、達成されていない理由について記入する。　

前年度（令和 4 年度）評価 Ｂ
Ａ： 妥当である。　　B： 概ね妥当である。
C： 一部不十分であり見直しの必要がある。　　Ｄ： 不十分であり見直しの必要がある。

＜観点＞　 成果目的・指標の達成度から、事務事業の構成・内容が妥当かどうか、見直しが必要な点などについて記入する。

総合計画上の
位 置 付 け

成　果　目　的
（総合計画基本方針）

　都市の健全な発展と秩序ある市街地整備を推進するため、農業等との調和を図りつつ、計画的な土地
利用を推進します。
　地域の活性化と定住促進に向けて新たな市街地整備を推進します。
　住民や企業と連携した良好な市街地環境の形成・保全を推進します。
　適切な都市づくりのため、「久御山町都市計画マスタープラン」を推進します。

第５次総合計画
策定時の課題

　本町は、国道1号など充実した広域幹線道路網の交通基盤を活用し、農業との調和を図りつつ、工場
等の諸産業の進出や住宅地の開発により発展してきました。近年では、第二京阪道路や京滋バイパス
等が整備され、その交通結節点には商業核が形成されるなど、地域特性を生かした新たな土地利用も
進んでいます。その一方、既存の市街化区域内では概ね都市的土地利用が図られており、新たな開発
用地がない状況にあります。
　本町の人口は、昭和60年をピークに減少を続けていますが、世帯数については、核家族世帯や単独
世帯が近年では増加しています。また、20歳から30歳代の町外への転出も多く、定住化を促すための住
み替え需要や世帯分離などの受け皿となる新たな住宅地の確保が求められています。
　既存の工場等企業の事業拡大に対応するとともに、安定した雇用や税収を増やすための地域産業の
維持・活性化に向けた新たな産業用地の確保が求められています。

総合計画基本計画（項目）

主な事務事業の
取組内容

　第５次総合計画や都市計画マスタープランに位置づけられた区域等において調査を行い、また地権
者の土地利用に関する意向把握を実施していくとともに、今後の課題等を明確にしていく中で、次期線
引きに向けた整理を行い、良好な市街地環境の形成、保全を行う。

施策指標名（算定式） 単位

成果目的
と指標の
達成度

　地籍調査業務では、久御山町②-１（佐古の一部）について閲覧を、久御山町③（佐古・林の一部）について土地所有
者との立会いを伴う一筆地調査を実施し、閲覧、立会ともに、概ね予定箇所について実施ができた。
　空き家については、通報により新たに１件発覚したものの、適切に管理されている。

事務事業の
構成・内容
の妥当性

　近年、全国各地で多発する豪雨による水害や浸水被害が起きており、本町でもその危険性は高い。復旧作業をする
際、地籍調査が行われていれば、土地境界の復元が円滑かつ迅速に進めることができるため、今後も事業の必要性は
大きい。　



５．施策の今後の方向性 <Action>
＜観点＞　 社会情勢や法制度の変化を踏まえ、今後発生が予測される課題について記入する。

＜観点＞　 今後発生が予測される課題への対策や方針について記入する。

　（ 参 考 ）

 施策を構成する事務事業の取組方針等
（千円）

令和 4
年
度

令和 5 年度

決算額
（人件費含むﾌﾙｺｽﾄ）

予算額 取組方針

0 

(915)

13,271 

(17,186)

1,854 

(2,604)

6,131 

(8,876)

（a） 21,256 

(29,581)

（注）　「施策を構成する事務事業の取組方針等」の選択肢等について
 ＜区分1＞
　　法定受託： 法定受託事務（法律・政令により市町村等が処理することとされる事務）
　　義務自治： 義務的自治事務（法定受託事務以外の事務で、法令による定めがある事務）
　　任意自治： 任意の自治事務（法令による定めが特になく、条例・要綱・規則等による事務）

 ＜区分2＞
　　政策： 政策的事務事業（投資的事務事業、住民へのアピール度が高い事務事業）
　　経常： 経常的事務事業（主に義務的、経常的に行われている事務事業）
　　施設： 建物施設の整備・維持管理事業　　ｲﾝﾌﾗ： インフラ施設の整備・維持管理事業
＜人件費含むフルコスト（決算額）＞　　事務事業に要した概算の人件費を含めた決算額

今後発生が
予測される

課　　題

　人口減少時代において更なる空き家の増加が見込まれ、所有者不明土地などの発生などと合わせて、市街化環
境の悪化が起きる可能性がある。

施策の方向性

　空き家対策や地籍調査事業、都市計画の定期見直し、開発協議での指導などを活用し、良好な市街地を維持
する。また、町の施策として具体的にどのような土地利用を図っていくのかを明確にすることが求められている。

事務事業名 区分1 区分2
事務事業の概要

（実施計画）

① 空き家対策事業 任意自治 政策

　空き家等対策の推進に関する特別
措置法に基づき、町内の空き家につ
いて調査を行い、空き家の適切な管
理等を推進する。また、今後空き家を
増やさないために、「空き家バンク」や
「空き家相談」等の活用を図る。

0 Ｂ

　通報のあった空き家について、
調査を行い、適切な管理を推進
する。また、空き家所有者向けに
相談会や空き家バンクの広報を行
う。

② 地籍調査事業 任意自治 政策

　地籍調査は、土地の境界や面積を
調査し、地籍図と地籍簿を作成する
ものであり、登記所にも置かれ、登記
簿が修正され、円滑な土地利用や早
期の災害復旧に活かされる。

15,749 Ｂ

　策定された地籍調査計画に基
づき、地籍調査事業を実施する。

③
公共用地測量登記
事業

任意自治 経常

　適正な開発を推進するため、道路
用地寄付に伴う境界確定図及び地
積測量図の作成、登記事務を委託す
る。 4,000 Ｂ

　開発協議等の中で、用地確保を
進めている事業であり、実施手法
を変更する必要はない。
（Ｒ３繰越し分含む。）

④
都市計画推進事業
（都市計画定期見
直し）

義務自治 政策

京都府をはじめとする関係機関と連
携を図りながら、都市計画の決定・変
更等を実施する。

3,528 Ｂ

　都市計画マスタープランに位置
づけられている区域について、市
街化区域への編入（線引き）を検
討し、編入にあたっての土地利用
計画や整備手法等の検討、課題
の明確化、案の作成を行ってい
く。

⑤

決算額・予算額　計 23,277 （b）

　＜取組方針＞　
　　新： 新規事業
　　Ａ： 拡充（予算や人員等を拡充し、事業を拡大）　　
　　Ｂ： 現状維持（事業内容や規模を前年度と同じレベルで実施）　
　　Ｃ： 見直しのうえ継続（手法や予算を部分的に見直すが、目標成果は維持）
　　Ｄ： 縮小（予算含め、事業内容や規模を縮小）
　　Ｅ： 統合（今後、他事務事業と統合）　
　　Ｆ： 終了・休止・廃止



【 】

【 】

【 】

【 】

【 】

投入指標 活動指標 成果(結果)指標 成果指標

⇒ ⇒ ⇒ ⇒

（例） ・予算○○万円 ・事業○○回実施 ・参加者○○人 ・自治会加入世帯割合○％(の増加)

・1人当たり公園面積○○㎡(の増加)

久御山町 施策評価シート （令和 5 年度実施）

施策名(節)： 公共交通

１．施策の基礎情報 <Plan> 担当課 新市街地整備課

章 第２章　人と企業が定着したくなる基盤を整えます

節 第２節　公共交通

施策の実施期間 平成 28 年度 ～ 令和 7 年度

①総合的な公共交通ネットワークの形成　②バス交通の利便性の向上

２．施策の指標 <Do>
H 27 R 2 R 3 R 4 R 7

当初実績 総計中間目標 実績値 実績値 総計目標

５次総計目標 デマンド乗合タクシー利用登録者数（累計） 人 1,314 2,000 2,110 2,178 3,000 

活動指標 デマンド乗合タクシー運行本数（１日平均便数） 便 9.89 22.00 4.28 4.64 25.00 

成果(結果)指標 デマンド乗合タクシー利用者数（年間） 人 1,400 9,000 1,931 2,056 10,000 

活動指標 高齢者専用バス回数券等購入助成対象者 人 2,912 3,300 3,899 3,964 3,500 

成果(結果)指標 高齢者専用バス回数券等購入助成申請者数 人 858 800 510 612 1,000 

資源（財・人）投入 活動・事業実施 結　　果 成　　果

３．施策の事務事業費 <Do> （千円）

令和 3 年度　決算額 7,898 

令和 4 年度　決算額　　（a） 8,273 

令和 5 年度　予算額　　（b） 13,770 

４．施策の評価 <Check>

前年度（令和 4 年度）評価 Ｂ
Ａ： 達成されている。　　B： 概ね達成されている。　　C： あまり達成されていない。
D： 達成されていない。　　＊： 指標が設定できないため一概に評価できない。

＜観点＞　
前年度の取組結果（指標）について、前々年度実績値に対する『前年度評価』と、総合計画目標年次（H37）目標値に対する『長期評価』の２つの視点
から、成果目的と指標のそれぞれ達成されている理由、達成されていない理由について記入する。　

前年度（令和 4 年度）評価 Ｂ
Ａ： 妥当である。　　B： 概ね妥当である。
C： 一部不十分であり見直しの必要がある。　　Ｄ： 不十分であり見直しの必要がある。

＜観点＞　 成果目的・指標の達成度から、事務事業の構成・内容が妥当かどうか、見直しが必要な点などについて記入する。

総合計画上の
位 置 付 け

成　果　目　的
（総合計画基本方針）

　地域住民の移動手段の確保と公共交通不便地域の解消に努め、合理的・効率的な地域公共交通ネッ
トワークの形成を推進します。
　地域住民の通勤・通学、町内企業の就業者の公共交通である路線バスの利便性向上に努めます。

第５次総合計画
策定時の課題

　本町では、公共交通手段としてバス交通に依存していますが、路線バスについては、近鉄電車大久保
駅、京阪電車中書島駅や淀駅へと、町内から各鉄道駅へ連結しています。住民や町内企業の就業者に
とって、路線バスは町内における重要な公共交通であることから、より利便性の高い運行時間が望まれま
す。また、町内には国道1号をはじめ、幹線道路が多くあることから、運行の定時性の確保が大きな課題
です。
　町内の公共施設等を結ぶ公共交通については、平成16年から巡回バスを運行していましたが、車両
耐用年数が過ぎていること、利用者が伸び悩んでいることや費用対効果等から抜本的な見直しを行うこ
ととなりました。本町にとって、持続可能な地域公共交通システムの形成が必要です。
　高齢者や障害のある人に配慮したバス等のバリアフリー化や、快適な利用環境の構築が必要です。

総合計画基本計画（項目）

主な事務事業の
取組内容

　デマンド乗合タクシー(のってこタクシー)の運行、70歳以上の高齢者を対象にした専用バス回数券等
購入助成、久御山町地域公共交通網形成計画の施策の実施、久御山町地域公共交通協議会の開催
など。

施策指標名（算定式） 単位

成果目的
と指標の
達成度

　のってこタクシーの利用者数については、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う外出自粛の影響などにより、令和２年
度には前年に比べ大きく落ち込んだが、それ以降、利用人数は回復してきており、コミュニティ交通として、地域住民の
移動手段の確保や公共交通不便地域の解消面では一定の成果が上がっていると判断できる。また、高齢者専用バス
回数券等購入助成については、前年度と比較して申請者数が増加しているが、引き続き住民に対する周知を行ってい
く。さらに、久御山町地域公共交通網形成計画に基づく施策については、一定実施できていると考えている。

事務事業の
構成・内容
の妥当性

　のってこタクシーについては、地域住民の移動手段の確保、高齢者の外出支援及び交通不便地域の解消が大きな目
的であり、利用実績を見てみると、のってこ優タクシーの運行と合わせ高齢者層を中心に利用が定着していることから、
事業は妥当と言える。また、久御山町地域公共交通網形成計画に基づき、将来のまちづくりと連携した利便性の高い公
共交通網の構築を図るとともに持続可能なものとしていくため、モビリティ・マネジメントを通じて、住民の意識醸成を図る
取組を積極的に実施していく必要がある。



５．施策の今後の方向性 <Action>
＜観点＞　 社会情勢や法制度の変化を踏まえ、今後発生が予測される課題について記入する。

＜観点＞　 今後発生が予測される課題への対策や方針について記入する。

　（ 参 考 ）

 施策を構成する事務事業の取組方針等
（千円）

令和 4 年度 令和 5 年度

決算額
（人件費含むﾌﾙｺｽﾄ）

予算額 取組方針

1,892 

(7,892)

6,381 

(12,381)

（a） 8,273 

(20,273)

（注）　「施策を構成する事務事業の取組方針等」の選択肢等について
 ＜区分1＞
　　法定受託： 法定受託事務（法律・政令により市町村等が処理することとされる事務）
　　義務自治： 義務的自治事務（法定受託事務以外の事務で、法令による定めがある事務）
　　任意自治： 任意の自治事務（法令による定めが特になく、条例・要綱・規則等による事務）

 ＜区分2＞
　　政策： 政策的事務事業（投資的事務事業、住民へのアピール度が高い事務事業）
　　経常： 経常的事務事業（主に義務的、経常的に行われている事務事業）
　　施設： 建物施設の整備・維持管理事業　　ｲﾝﾌﾗ： インフラ施設の整備・維持管理事業
＜人件費含むフルコスト（決算額）＞　　事務事業に要した概算の人件費を含めた決算額

今後発生が
予測される

課　　題

　のってこタクシーについては、主な利用者が高齢者であり、若年層や子育て世代への周知が必要であると考えて
いるが、近年、タクシー料金の値上げの影響もあり、利用者の増加とともに財政負担が大きくなることが予想される。
そのため、地域公共交通協議会において、利用者負担額についての議論が必要とのご意見もいただいており、そ
の点について検討していく必要がある。また、併せて、財政負担の抑制のため、乗合率を見据えた事業展開を図る
必要がある。
　路線バスにおいては、住民の生活交通と利便性の向上は、日常生活を営む上で必要不可欠であり、そのために
も、交通事業者や関係行政機関との連携を図りながら、地域住民への意識醸成が必要である。

施策の方向性

　久御山町地域公共交通網形成計画に基づき、路線バスやのってこタクシーの利便性向上のためにも、財政面を
考慮しつつ事業を展開するとともに、利用者である住民の意識醸成を図っていく。
　また、公共交通の維持・発展を広域的に見据え、今日の経済情勢などを踏まえた上で、近隣市町との連携を図
る。

事務事業名 区分1 区分2
事務事業の概要

（実施計画）

①
デマンド乗合タク
シー（のってこタク
シー）運行事業

任意自治 政策

　地域住民の移動手段の確保と公共
交通不便地域の解消を目的として、
町内の路線バスを補完する役割を担
うデマンド乗合タクシー(のってこタク
シー)を運行する。

2,686 Ｂ

　平成28年度から本格運行を開始
したデマンド乗合タクシー（のって
こタクシー）運行事業を継続して実
施する。
　また、「地域公共交通網形成計
画」に基づく施策を実施し、のって
こタクシーの利便性向上を図る。

② 公共交通推進事業 任意自治 政策

　住民にとって安全で快適に利用でき
るバス交通の充実を図るため、のって
こタクシーを含めた体系的な町内公
共交通網を構築する。
　久御山町地域公共交通網形成計画
に定められた施策である、御牧地区
を中心とした交通不便地域の解消を
図るための運行サービスの検討や
ワークショップ、MM（モビリティ・マネ
ジメント）等を通じて公共交通の意識
醸成を図る。
　また、70歳以上の高齢者を対象に
高齢者専用バス回数券及びのってこ
タクシー利用回数券の購入助成や路
線バスの運行補助を行う。

11,084 Ｂ

　平成30年度に策定した久御山町
地域公共交通網形成計画に基づ
く施策を実施していく。
　また、70歳以上の高齢者を対象
とした高齢者専用バス回数券及び
のってこタクシー利用回数券の購
入助成制度や町内バス停の施設
整備を行うとともに、モビリティ・マ
ネジメントを通じて、住民に対し、
公共交通に係る意識醸成を図る。

③

④

決算額・予算額　計 13,770 （b）

　＜取組方針＞　
　　新： 新規事業
　　Ａ： 拡充（予算や人員等を拡充し、事業を拡大）　　
　　Ｂ： 現状維持（事業内容や規模を前年度と同じレベルで実施）　
　　Ｃ： 見直しのうえ継続（手法や予算を部分的に見直すが、目標成果は維持）
　　Ｄ： 縮小（予算含め、事業内容や規模を縮小）
　　Ｅ： 統合（今後、他事務事業と統合）　
　　Ｆ： 終了・休止・廃止



【 】

【 】

【 】

【 】

【 】

(注) 指標の区分（考え方）

「手段」によって、「対象がどのように変化したか」を表す「成果指標」の設定が重要。

投入指標 活動指標 成果(結果)指標 成果指標

⇒ ⇒ ⇒ ⇒

（例） ・予算○○万円 ・事業○○回実施 ・参加者○○人 ・自治会加入世帯割合○％(の増加)

・1人当たり公園面積○○㎡(の増加)

久御山町 施策評価シート （令和 5 年度実施）

施策名(節)： 道路

１．施策の基礎情報 <Plan> 担当課 建設課

章 第２章　人と企業が定着したくなる基盤を整えます

節 第３節　道路

施策の実施期間 平成 28 年度 ～ 令和 7 年度

①幹線道路の整備促進　②道路・橋りょう等の効率的な維持管理の推進
③身近な道路の安全確保等の推進

２．施策の指標 <Do>
H 27 R 2 R 3 R 4 R 7

当初実績 総計中間目標 実績値 実績値 総計目標

５次総計目標 町道舗装率 ％ 98(H25) 99 99.2 99.5 100 

活動指標 歩道設置(拡幅)延長 m 40.2 0.0 0.0 0.0 

・・・指標を設定し、この施策では、どのような「手段(事業)」によって「対象」にはたらきかけ、「対象をどのようにしたいか」を明確に。

資源（財・人）投入 活動・事業実施 結　　果 成　　果

３．施策の事務事業費 <Do> （千円）

令和 3 年度　決算額 89,811 

令和 4 年度　決算額　　（a） 90,094 

令和 5 年度　予算額　　（b） 105,045 

４．施策の評価 <Check>

前年度（令和 4 年度）評価 Ｂ
Ａ： 達成されている。　　B： 概ね達成されている。　　C： あまり達成されていない。
D： 達成されていない。　　＊： 指標が設定できないため一概に評価できない。

＜観点＞　
前年度の取組結果（指標）について、前々年度実績値に対する『前年度評価』と、総合計画目標年次（H37）目標値に対する『長期評価』の２つの視
点から、成果目的と指標のそれぞれ達成されている理由、達成されていない理由について記入する。　

前年度（令和 4 年度）評価 Ｂ
Ａ： 妥当である。　　B： 概ね妥当である。
C： 一部不十分であり見直しの必要がある。　　Ｄ： 不十分であり見直しの必要がある。

＜観点＞　 成果目的・指標の達成度から、事務事業の構成・内容が妥当かどうか、見直しが必要な点などについて記入する。

総合計画上の
位 置 付 け

成　果　目　的
（総合計画基本方針）

　渋滞の解消による円滑な道路交通の確保を推進します。
　道路等の効率的な維持管理を推進します。
　身近な道路の安全性の強化を推進します。

第５次総合計画
策定時の課題

　町内の幹線道路では朝夕に東西方向で交通渋滞がみられ、生活道路にも通過交通が流入していま
す。歩行者等の安全の確保や公共交通の定時性確保、地域産業の活性化のため、交通渋滞の緩和が
大きな課題です。
　第二京阪道路や京滋バイパスの開通に伴い、京都南道路（国道1号）や国道478号が整備されました。
より円滑な交通の実現をめざし、道路ネットワークの検証が必要です。
　道路や橋りょうについては、建設から長年経過しているものが少なくなく、大規模修繕には多額の費用
が必要となります。老朽化を防止し、長寿命化を図るため、計画的な維持管理を行う取組が必要です。
　歩行者や自転車などの安全を確保し、親しみと潤いのある身近な道路環境の整備が求められていま
す。

総合計画基本計画（項目）

主な事務事業の
取組内容

　道路橋梁新設改良整備事業・道路橋梁維持管理事業・地下道維持管理事業・橋梁長寿命化計画策
定事業・道路台帳等管理事務事業・道路の正しい利用と愛護思想啓発事業

施策指標名（算定式） 単位

成果目的
と指標の
達成度

　道路橋梁新設改良事業に係る舗装改良や道路改良等の整備工事については、当初の計画どおり概ね達成されてい
る。また、道路・地下道等の維持管理事業や道路台帳管理事務事業についても当初予定していた業務が実施できてい
る。

事務事業の
構成・内容
の妥当性

　計画的な道路整備工事の実施、自治会要望等による道路補修工事等や年間を通しての地下道や樹木の管理を行う
ことにより地域住民の安全を確保し、住環境の整備を図っており、今後も事業の必要性は大きい。



５．施策の今後の方向性 <Action>
＜観点＞　 社会情勢や法制度の変化を踏まえ、今後発生が予測される課題について記入する。

＜観点＞　 今後発生が予測される課題への対策や方針について記入する。

　（ 参 考 ）

 施策を構成する事務事業の取組方針等
（千円）

令和 4
年
度

令和 5 年度

決算額
（人件費含むﾌﾙｺｽﾄ）

予算額 取組方針

15,261 

(18,261)

59,605 

(65,980)

2,200 

(2,950)

0 

(0)

9,031 

(10,906)

3,997 

(5,122)

（a） 90,094 

(103,219)

（注）　「施策を構成する事務事業の取組方針等」の選択肢等について
 ＜区分1＞
　　法定受託： 法定受託事務（法律・政令により市町村等が処理することとされる事務）
　　義務自治： 義務的自治事務（法定受託事務以外の事務で、法令による定めがある事務）
　　任意自治： 任意の自治事務（法令による定めが特になく、条例・要綱・規則等による事務）

 ＜区分2＞
　　政策： 政策的事務事業（投資的事務事業、住民へのアピール度が高い事務事業）
　　経常： 経常的事務事業（主に義務的、経常的に行われている事務事業）
　　施設： 建物施設の整備・維持管理事業　　ｲﾝﾌﾗ： インフラ施設の整備・維持管理事業
＜人件費含むフルコスト（決算額）＞　　事務事業に要した概算の人件費を含めた決算額

今後発生が
予測される

課　　題

　町の発展により、都市化が進展する中で整備された道路、橋梁等のインフラ施設が建設から長年経過するものが
増え、老朽化が懸念されるが、補修には多額の費用が必要となってくる。

施策の方向性

　道路、橋梁等の老朽化を防ぎ、長寿命化を実現するために、計画的な点検と補修を実施してインフラ施設を永
続的に維持管理していくことが求められている。

事務事業名 区分1 区分2
事務事業の概要

（実施計画）

①
道路橋梁新設改良
整備事業

任意自治 ｲﾝﾌﾗ

　道路の安全と円滑な地域内交通を
確保するため、適切な道路の補修・
改良を行い、計画的な道路整備を推
進する。

9,000 Ｂ

　安全かつ円滑な地域内交通を
確保するため、計画的な道路整
備を実施する。

②
道路橋梁維持管理
事業

任意自治 ｲﾝﾌﾗ

　町道の機能維持と環境保全のた
め、道路の定期的な清掃や樹木の剪
定等を適正に行う。 67,300 Ｂ

　快適な道路環境の提供のため、
道路の維持管理に努める。

③
道路台帳等管理事
務

任意自治 経常

　道路の適正な管理を行うため、道
路及び法定外公共物の台帳の整備
を行う。 2,450 Ｂ

　道路台帳等の追加情報を毎年
更新し、システムを適正に運用で
きるように管理する。

④
道路の正しい利用
と愛護思想啓発事
業

任意自治 経常

　道路の正しい利用への理解と関心
を高め、道路愛護思想の普及を図る
ため、道路の正しい利用についての
広報や8月10日の「道の日」に合わせ
道路愛護思想の啓発を行う。

0 Ｂ

　地域住民への浸透を図るため、
啓発を継続的に行う。

⑤ 橋梁長寿命化事業 任意自治 ｲﾝﾌﾗ

　「橋梁長寿命化修繕計画」に基づ
き、本町が管理する橋梁に対して、予
防的な修繕及び補修を行う。 21,600 Ｂ

　点検業務及び修繕工事を実施
し、橋梁の長寿命化を図る。

⑥
地下道維持管理事
業

任意自治 ｲﾝﾌﾗ

　地下道の機能維持のため、地下道
ポンプ、防犯カメラ、地下道照明の適
正な維持管理を行う。 4,695 Ｂ

　地下道照明やポンプの適正な
維持管理を行い、防犯や降雨時
の冠水対策に努める。

⑦

⑧

決算額・予算額　計 105,045 （b）

　＜取組方針＞　
　　新： 新規事業
　　Ａ： 拡充（予算や人員等を拡充し、事業を拡大）　　
　　Ｂ： 現状維持（事業内容や規模を前年度と同じレベルで実施）　
　　Ｃ： 見直しのうえ継続（手法や予算を部分的に見直すが、目標成果は維持）
　　Ｄ： 縮小（予算含め、事業内容や規模を縮小）
　　Ｅ： 統合（今後、他事務事業と統合）　
　　Ｆ： 終了・休止・廃止



【 】

【 】

【 】

【 】

【 】

(注) 指標の区分（考え方）

「手段」によって、「対象がどのように変化したか」を表す「成果指標」の設定が重要。

投入指標 活動指標 成果(結果)指標 成果指標

⇒ ⇒ ⇒ ⇒

（例） ・予算○○万円 ・事業○○回実施 ・参加者○○人 ・自治会加入世帯割合○％(の増加)

・1人当たり公園面積○○㎡(の増加)

久御山町 施策評価シート （令和 5 年度実施）

施策名(節)： 公園・緑地

１．施策の基礎情報 <Plan> 担当課 建設課（・産業･環境政策課）

章 第２章　人と企業が定着したくなる基盤を整えます

節 第４節　公園・緑地

施策の実施期間 平成 28 年度 ～ 令和 7 年度

①公園・緑地の整備　②河川緑地の整備　③住民との協働による緑化活動の促進

２．施策の指標 <Do>
H 27 R 2 R 3 R 4 R 7

当初実績 総計中間目標 実績値 実績値 総計目標

５次総計目標 公園設置数 箇所 42(H26) 44 43 43 47 

５次総計目標 住民ひとり当たり公園面積 ㎡ 4.37(H26) 4.82 4.84 4.87 4.79 

活動指標 公園清掃謝礼交付自治会等数 自治会 19 22 19 18 21 

活動指標 花壇整備助成自治会数 自治会 9 9 8 5 10 

・・・指標を設定し、この施策では、どのような「手段(事業)」によって「対象」にはたらきかけ、「対象をどのようにしたいか」を明確に。

資源（財・人）投入 活動・事業実施 結　　果 成　　果

３．施策の事務事業費 <Do> （千円）

令和 3 年度　決算額 110,531 

令和 4 年度　決算額　　（a） 86,808 

令和 5 年度　予算額　　（b） 109,796 

４．施策の評価 <Check>

前年度（令和 4 年度）評価 Ｂ
Ａ： 達成されている。　　B： 概ね達成されている。　　C： あまり達成されていない。
D： 達成されていない。　　＊： 指標が設定できないため一概に評価できない。

＜観点＞　
前年度の取組結果（指標）について、前々年度実績値に対する『前年度評価』と、総合計画目標年次（H37）目標値に対する『長期評価』の２つの視
点から、成果目的と指標のそれぞれ達成されている理由、達成されていない理由について記入する。　

前年度（令和 4 年度）評価 Ｂ
Ａ： 妥当である。　　B： 概ね妥当である。
C： 一部不十分であり見直しの必要がある。　　Ｄ： 不十分であり見直しの必要がある。

＜観点＞　 成果目的・指標の達成度から、事務事業の構成・内容が妥当かどうか、見直しが必要な点などについて記入する。

総合計画上の
位 置 付 け

成　果　目　的
（総合計画基本方針）

　地域住民の憩い・ふれあいの場の創出と防災空間としての機能等を確保します。
　住民とともに適切な維持管理を推進します。

第５次総合計画
策定時の課題

　公園・緑地は、子どもからお年寄りまで地域住民がふれあえるコミュニティの場として、重要なオープン
スペースです。また、災害時における避難場所や延焼防止など防災機能を有する場としても非常に重要
であり、計画的な配置・整備が必要です。
　安全で快適な公園の利用を確保するため、老朽化傾向にある公園の計画的な改修・整備が必要で
す。
　やすらぎを提供する場として、公園・緑地の美観の保全・向上を図るため、地域の住民とともに公園の
清掃・維持管理を行い、公園に対する愛着・美化意識の高揚を図ることが必要です。

総合計画基本計画（項目）

主な事務事業の
取組内容

　個性あふれる公園整備事業や中央公園の拡充整備の検討、また公園維持管理の充実、公園施設の
安全管理

施策指標名（算定式） 単位

成果目的
と指標の
達成度

　中央公園再整備に向けて再整備基本計画を策定した。
また公園の遊具安全点検を実施し、対策が必要な遊具について、優先順位が高いものから改修等を行った。

事務事業の
構成・内容
の妥当性

　事務事業の構成等の妥当性については、個々の事務事業の取組内容の進捗管理について調整は必要であるが、総
合計画にあげている内容を実現していくうえでは、概ね妥当な構成となっている。



５．施策の今後の方向性 <Action>
＜観点＞　 社会情勢や法制度の変化を踏まえ、今後発生が予測される課題について記入する。

＜観点＞　 今後発生が予測される課題への対策や方針について記入する。

　（ 参 考 ）

 施策を構成する事務事業の取組方針等
（千円）

令和 4
年
度

令和 5 年度

決算額
（人件費含むﾌﾙｺｽﾄ）

予算額 取組方針

34,065 

(41,010)

0 

(0)

52,115 

(55,489)

628 

(1,378)

0 

(306)

（a） 86,808 

(98,183)

（注）　「施策を構成する事務事業の取組方針等」の選択肢等について
 ＜区分1＞
　　法定受託： 法定受託事務（法律・政令により市町村等が処理することとされる事務）
　　義務自治： 義務的自治事務（法定受託事務以外の事務で、法令による定めがある事務）
　　任意自治： 任意の自治事務（法令による定めが特になく、条例・要綱・規則等による事務）

 ＜区分2＞
　　政策： 政策的事務事業（投資的事務事業、住民へのアピール度が高い事務事業）
　　経常： 経常的事務事業（主に義務的、経常的に行われている事務事業）
　　施設： 建物施設の整備・維持管理事業　　ｲﾝﾌﾗ： インフラ施設の整備・維持管理事業
＜人件費含むフルコスト（決算額）＞　　事務事業に要した概算の人件費を含めた決算額

今後発生が
予測される

課　　題

　公園・緑地は、地域コミュニティの場や子どもの遊び場、災害時における避難場所、延焼防止など多様な機能が
求められており、それらの機能を総合的に発揮できるよう計画的な整備・充実が必要であるが、管理対象公園が増
加していく中で、樹木や遊具、清掃の管理が追いつかなくなってくる可能性がある。

施策の方向性

　総合計画や都市計画マスタープランに位置付けられている諸施策を推進するとともに、公園清掃等自治会等協
働事業に代表される住民との連携強化を図りながら適正な公園の維持管理に努める。また遊具等は安全点検を定
期的に実施し、問題が生じる前に対策を講じることで、安心・安全で快適に利用できる環境づくりに努める。

事務事業名 区分1 区分2
事務事業の概要

（実施計画）

①
中央公園改修・拡
充整備事業

任意自治 ｲﾝﾌﾗ

　中央公園の機能充実を図るため、
公園の拡充検討を行うとともに、適切
な施設改修を行う。 38,855 Ｂ

　久御山中央公園の充実を図るた
めの検討や再整備事業者公募の
要項策定を行う。

②
個性あふれる公園
整備事業

任意自治 ｲﾝﾌﾗ

　地域に根ざした個性あふれる公園
整備を行うため、老朽化傾向にある
公園について、計画段階から地域住
民が参画したなかで公園整備を進め
る。

0 Ｂ

　検討

③ 公園維持管理事業 義務自治 ｲﾝﾌﾗ

　公園（中央公園、街区公園、木津
川河川敷運動広場等）の機能を保持
するため、樹木剪定、草刈、清掃など
の適正な維持管理を行うほか、中央
公園、街区公園等の遊具等の安全
点検を隔年ごとに実施し、安全で適
切な遊具設置、改修を行う。また、中
央公園及び木津川河川敷運動広場
の屋外有料施設の管理を指定管理
者により行う。木津川河川敷運動広
場が冠水した場合に、整地等の復旧
作業を行う。

70,101 Ｂ

　清掃等については、現状に合わ
せた適切な頻度、回数で実施す
る。

④
公園清掃等自治会
等協働事業

任意自治 経常

　身近な公園の維持管理等を自治会
と町が協働して進めるため、日常の
清掃を自治会に依頼するとともに、自
治会が花壇等に植栽される花苗代等
の補助を行う。

840 Ｂ

　自治会と連携して事業実施す
る。

⑤
地域緑化推進事業
（産業･環境政策
課）

任意自治 経常

　地域緑化を推進するため、緑の募
金活動により集まった募金で、町内
公共施設に植樹を行う。 0 Ｂ

　募金を継続するとともに、地球温
暖化防止の啓発に努める。

⑥

⑦

⑧

決算額・予算額　計 109,796 （b）

　＜取組方針＞　
　　新： 新規事業
　　Ａ： 拡充（予算や人員等を拡充し、事業を拡大）　　
　　Ｂ： 現状維持（事業内容や規模を前年度と同じレベルで実施）　
　　Ｃ： 見直しのうえ継続（手法や予算を部分的に見直すが、目標成果は維持）
　　Ｄ： 縮小（予算含め、事業内容や規模を縮小）
　　Ｅ： 統合（今後、他事務事業と統合）　
　　Ｆ： 終了・休止・廃止



【 】

【 】

【 】

(注) 指標の区分（考え方）

「手段」によって、「対象がどのように変化したか」を表す「成果指標」の設定が重要。

投入指標 活動指標 成果(結果)指標 成果指標

⇒ ⇒ ⇒ ⇒

（例） ・予算○○万円 ・事業○○回実施 ・参加者○○人 ・自治会加入世帯割合○％(の増加)

・1人当たり公園面積○○㎡(の増加)

久御山町 施策評価シート （令和 5 年度実施）

施策名(節)： 河川・治水対策

１．施策の基礎情報 <Plan> 担当課 建設課

章 第２章　人と企業が定着したくなる基盤を整えます

節 第５節　河川・治水対策

施策の実施期間 平成 28 年度 ～ 令和 7 年度

①治水対策の促進　②雨水貯留対策の推進　③河川の維持管理の強化
④河川美化の推進

２．施策の指標 <Do>
H 27 R 2 R 3 R 4 R 7

当初実績 総計中間目標 実績値 実績値 総計目標

５次総計目標 久御山排水機場ポンプ設置数 基 3 3 3 3 4 

・・・指標を設定し、この施策では、どのような「手段(事業)」によって「対象」にはたらきかけ、「対象をどのようにしたいか」を明確に。

資源（財・人）投入 活動・事業実施 結　　果 成　　果

３．施策の事務事業費 <Do> （千円）

令和 3 年度　決算額 127,991 

令和 4 年度　決算額　　（a） 384,872 

令和 5 年度　予算額　　（b） 165,222 

４．施策の評価 <Check>

前年度（令和 4 年度）評価 Ｂ
Ａ： 達成されている。　　B： 概ね達成されている。　　C： あまり達成されていない。
D： 達成されていない。　　＊： 指標が設定できないため一概に評価できない。

＜観点＞　
前年度の取組結果（指標）について、前々年度実績値に対する『前年度評価』と、総合計画目標年次（H37）目標値に対する『長期評価』の２つの視
点から、成果目的と指標のそれぞれ達成されている理由、達成されていない理由について記入する。　

前年度（令和 4 年度）評価 Ｂ
Ａ： 妥当である。　　B： 概ね妥当である。
C： 一部不十分であり見直しの必要がある。　　Ｄ： 不十分であり見直しの必要がある。

＜観点＞　 成果目的・指標の達成度から、事務事業の構成・内容が妥当かどうか、見直しが必要な点などについて記入する。

総合計画上の
位 置 付 け

成　果　目　的
（総合計画基本方針）

　集中豪雨による短時間の雨水流入をはじめ、水害の発生を抑制する治水対策を推進します。
　河川管理の強化で浸水被害の抑制・減災を推進します。

第５次総合計画
策定時の課題

　本町内には、宇治川と木津川が流れ、南東から北に向かって古川が流れています。これら一級河川と
準用河川である大内川、さらに荒見・佐山・大内都市下水路や巨椋池排水幹線などがあります。近年の
集中豪雨の発生など、低地に位置する本町の治水・内水排除対策は非常に重要であり、また、上流域
の宇治市、城陽市や京都市を含めた流域全体で連携を図ることが重要です。
　河川の洪水対策については、国・京都府による積極的な河川堤防の補強・整備が求められます。
　治水機能を確保するため、河川・排水路の維持管理の充実や都市下水路の機能維持が重要です。

総合計画基本計画（項目）

主な事務事業の
取組内容

　安全な河川環境の整備に向けての河道整備や事業促進を国・府に要望し、また、浸水等による被害を
防止するため、維持管理の充実や、河川管理体制を強化するため治水・排水施設等の保守点検を実施
する。あわせて河川の美化、愛護を推進するため不法投棄防止の啓発や、雑草除去等を行う。

施策指標名（算定式） 単位

成果目的
と指標の
達成度

　令和元年度に都市下水路施設の適切な維持管理に向け、策定したストックマネジメント計画に基づき、令和３年度に
引き続き令和４年度は佐山排水機場改修工事の更新工事（２箇年工事）を実施した。
　また、排水路の浚渫や草刈などや、住民や自治会からの要望等による排水路整備、大内サイホンの施設改修等を実
施した。

事務事業の
構成・内容
の妥当性

　令和元年度に策定したストックマネジメント計画に基づき、内水排除対策を進めていくとともに、町内の排水路の整備
や浚渫・草刈などを実施することにより、住環境の改善や安心・安全の確保を図っていく事業であり、妥当性が高い。



５．施策の今後の方向性 <Action>
＜観点＞　 社会情勢や法制度の変化を踏まえ、今後発生が予測される課題について記入する。

＜観点＞　 今後発生が予測される課題への対策や方針について記入する。

　（ 参 考 ）

 施策を構成する事務事業の取組方針等
（千円）

令和 4
年
度

令和 5 年度

決算額
（人件費含むﾌﾙｺｽﾄ）

予算額 取組方針

308,535 

(312,525)

22,506 

(22,671)

2,025 

(3,525)

41,682 

(45,432)

6,150 

(7,650)

3,974 

(5,099)

0 

(0)

（a） 384,872 

(396,902)

（注）　「施策を構成する事務事業の取組方針等」の選択肢等について
 ＜区分1＞
　　法定受託： 法定受託事務（法律・政令により市町村等が処理することとされる事務）
　　義務自治： 義務的自治事務（法定受託事務以外の事務で、法令による定めがある事務）
　　任意自治： 任意の自治事務（法令による定めが特になく、条例・要綱・規則等による事務）

 ＜区分2＞
　　政策： 政策的事務事業（投資的事務事業、住民へのアピール度が高い事務事業）
　　経常： 経常的事務事業（主に義務的、経常的に行われている事務事業）
　　施設： 建物施設の整備・維持管理事業　　ｲﾝﾌﾗ： インフラ施設の整備・維持管理事業
＜人件費含むフルコスト（決算額）＞　　事務事業に要した概算の人件費を含めた決算額

今後発生が
予測される

課　　題

　近年甚大な被害をもたらすゲリラ豪雨や大型台風の接近により、低地に位置する本町では水害による甚大な被
害が予想される。また、集落内の側溝や排水路については、老朽化や土砂の堆積により、十分な機能を果たせて
いないことも懸念される。

施策の方向性

　河川環境の整備に向けての河道整備や事業促進を引続き国・府に要望し、また、町内の側溝、排水路の整備、
維持管理の充実を図る。

事務事業名 区分1 区分2
事務事業の概要

（実施計画）

①
内水排除対策事業
（下水道事業）

任意自治 ｲﾝﾌﾗ

　雨水排水上の課題や問題点に対
し、町内で発生する浸水を解消する
ため、事業費や浸水軽減効果等を比
較検討した上で対策方法を決定し、
計画的に内水排除対策事業を進め
る。

82,000 Ａ

　令和元年度に策定した都市下
水路のストックマネジメント計画に
基づき、内水排除対策を進めてい
く。
※なお、令和５年度から治水対策
を的確着実に進めるため、都市下
水路事業を公共下水道事業へ移
行する。

②
巨椋池排水対策推
進事業

任意自治 ｲﾝﾌﾗ

　巨椋池地域の排水機能を確保する
ため、巨椋池地域に流入する農地・
市街化区域の雨水を排除する水路
管理及び巨椋池排水機場の運転管
理に係る経費を負担する。

22,507 Ｂ

　施設の機能維持及び安全性を
確保するため、引き続き経費負担
を行う。

③
排水路等改修整備
事業

任意自治 ｲﾝﾌﾗ

　町内の水路及び地区内排水路等
の機能を保持するため、適正な改修
整備を行う。 10,600 B

　町内の水路及び地区内排水路
等の機能を保持するため、排水困
難箇所の整備に努める。

④
河川水路維持管理
事業

任意自治 ｲﾝﾌﾗ

　町内河川及び小水路の機能や環
境を保全するため、適正な維持管理
を行う。 35,011 Ｂ

　町内河川及び小水路の機能や
環境を保全するため、適切に維持
管理を行う。

⑤
雨水排水路維持管
理事業
（下水道事業）

任意自治 ｲﾝﾌﾗ

　排水路（旧・都市下水路）の排水機
能を確保するため、適正な維持管理
を行う。

10,429 Ｂ

　排水路の適切な維持管理に努
める。
※なお、令和５年度から治水対策
を的確着実に進めるため、都市下
水路事業を公共下水道事業へ移
行する。

⑥
佐山排水機場維持
管理事業
（下水道事業）

任意自治 ｲﾝﾌﾗ

　佐山排水機場の機能を保持するた
め、適正な維持管理を行う。

4,675 Ｂ

　佐山排水機場の適切な維持管
理に努める。
※なお、令和５年度から治水対策
を的確着実に進めるため、都市下
水路事業を公共下水道事業へ移
行する。

⑦
河川の正しい利用
と愛護思想啓発事
業

任意自治 経常

　河川の正しい利用への理解と関心
を高め、河川愛護思想の普及を図る
ため、河川愛護月間（７月）に啓発を
行う。

0 Ｂ

　地域住民への浸透を図るため、
啓発を継続的に行う。

⑧

⑨

決算額・予算額　計 165,222 （b）

　＜取組方針＞　
　　新： 新規事業
　　Ａ： 拡充（予算や人員等を拡充し、事業を拡大）　　
　　Ｂ： 現状維持（事業内容や規模を前年度と同じレベルで実施）　
　　Ｃ： 見直しのうえ継続（手法や予算を部分的に見直すが、目標成果は維持）
　　Ｄ： 縮小（予算含め、事業内容や規模を縮小）
　　Ｅ： 統合（今後、他事務事業と統合）　
　　Ｆ： 終了・休止・廃止



【 】

【 】

【 】

【 】

【 】

(注) 指標の区分（考え方）

「手段」によって、「対象がどのように変化したか」を表す「成果指標」の設定が重要。

投入指標 活動指標 成果(結果)指標 成果指標

⇒ ⇒ ⇒ ⇒

（例） ・予算○○万円 ・事業○○回実施 ・参加者○○人 ・自治会加入世帯割合○％(の増加)

・1人当たり公園面積○○㎡(の増加)

久御山町 施策評価シート （令和 5 年度実施）

施策名(節)： 上水道

１．施策の基礎情報 <Plan> 担当課 上下水道課

章 第２章　人と企業が定着したくなる基盤を整えます

節 第６節　上水道

施策の実施期間 平成 28 年度 ～ 令和 7 年度

①良質な水の安定供給　②緊急時における供給体制の確保
③水道事業経営の健全化

２．施策の指標 <Do>
H 27 R 2 R 3 R 4 R 7

当初実績 総計中間目標 実績値 実績値 総計目標

５次総計目標 重要管路の耐震化率 ％ 39(H26) 86 69 76 100 

５次総計目標 鉛管の残存数 件 1,464(H26) 559 1,064 1,045 0 

成果指標 有収率（総有収水量÷総配水量×100） ％ 94.2 97.5 99.1 98.7 97.5 

成果指標 経常収支比率(経常収益÷経常費用×100） ％ 101.8 100.0 100.1 91.4 110.0 

・・・指標を設定し、この施策では、どのような「手段(事業)」によって「対象」にはたらきかけ、「対象をどのようにしたいか」を明確に。

資源（財・人）投入 活動・事業実施 結　　果 成　　果

３．施策の事務事業費 <Do> （千円）

令和 3 年度　決算額 185,191 

令和 4 年度　決算額　　（a） 184,338 

令和 5 年度　予算額　　（b） 236,933 

４．施策の評価 <Check>

前年度（令和 4 年度）評価 Ｂ
Ａ： 達成されている。　　B： 概ね達成されている。　　C： あまり達成されていない。
D： 達成されていない。　　＊： 指標が設定できないため一概に評価できない。

＜観点＞　
前年度の取組結果（指標）について、前々年度実績値に対する『前年度評価』と、総合計画目標年次（H37）目標値に対する『長期評価』の２つの視
点から、成果目的と指標のそれぞれ達成されている理由、達成されていない理由について記入する。　

前年度（令和 4 年度）評価 Ｂ
Ａ： 妥当である。　　B： 概ね妥当である。
C： 一部不十分であり見直しの必要がある。　　Ｄ： 不十分であり見直しの必要がある。

＜観点＞　 成果目的・指標の達成度から、事務事業の構成・内容が妥当かどうか、見直しが必要な点などについて記入する。

総合計画上の
位 置 付 け

成　果　目　的
（総合計画基本方針）

　良質な水の安定的な供給を推進します。（平時・緊急時）
　水道事業の経営基盤の安定を図ります。
　水道事業経営を健全にするため、「久御山町水道事業ビジョン」を推進します。

第５次総合計画
策定時の課題

　人口の減少や節水意識の定着により水需要の減少傾向が続く中で、水道事業にとっては厳しい経営
状況となっています。今後も、水の安定供給を図るため、水道施設や管路の計画的な更新や維持管理
を行っていくことが必要です。
　大規模災害時にも、安全で安心な水を安定的に供給するため、浄水施設に引き続き、重要管路や老
朽化した管路の耐震化を計画的に進めることが必要です。

総合計画基本計画（項目）

主な事務事業の
取組内容

　水道施設維持管理事業、給水装置設置事業、給水装置等維持管理事業、水質検査事業、配水幹線
整備事業、「水道事業ビジョン」推進事業、水道広報事業

施策指標名（算定式） 単位

成果目的
と指標の
達成度

　　「久御山町水道事業ビジョン」及び「久御山町水道事業経営戦略」の策定により、一定の推進が図られている。
　なお、経営健全化に向けた取組を継続的に実施しているが、京都府営水道（受水費）の増額や動力費の高騰により
非常に厳しい経営環境にあり、令和４年度は経常収支比率が100％を下回る結果となっている。

事務事業の
構成・内容
の妥当性

　概ね妥当であるが、今後は令和４・５年度の２箇年で「久御山町水道事業ビジョン」及び「久御山町水道事業経営戦
略」の両計画を見直し、併せて１つの計画として改定するなかで、新たな目標を立て、その目標達成のための諸施策の
推進を図っていく。



５．施策の今後の方向性 <Action>
＜観点＞　 社会情勢や法制度の変化を踏まえ、今後発生が予測される課題について記入する。

＜観点＞　 今後発生が予測される課題への対策や方針について記入する。

　（ 参 考 ）

 施策を構成する事務事業の取組方針等
（千円）

令和 4
年
度

令和 5 年度

決算額
（人件費含むﾌﾙｺｽﾄ）

予算額 取組方針

26,040 

(36,540)

0 

(4,500)

17,455 

(25,330)

5,569 

(8,569)

126,357 

(131,232)

8,474 

(11,849)

161 

(2,411)

282 

(2,532)

（a） 184,338 

(222,963)

（注）　「施策を構成する事務事業の取組方針等」の選択肢等について
 ＜区分1＞
　　法定受託： 法定受託事務（法律・政令により市町村等が処理することとされる事務）
　　義務自治： 義務的自治事務（法定受託事務以外の事務で、法令による定めがある事務）
　　任意自治： 任意の自治事務（法令による定めが特になく、条例・要綱・規則等による事務）

 ＜区分2＞
　　政策： 政策的事務事業（投資的事務事業、住民へのアピール度が高い事務事業）
　　経常： 経常的事務事業（主に義務的、経常的に行われている事務事業）
　　施設： 建物施設の整備・維持管理事業　　ｲﾝﾌﾗ： インフラ施設の整備・維持管理事業
＜人件費含むフルコスト（決算額）＞　　事務事業に要した概算の人件費を含めた決算額

今後発生が
予測される

課　　題

　人口減少や節水意識の定着などにより水需要が年々減少し、給水収益の増加が見込めないなか、施設の更新
や耐震化事業に取り組む必要があり、事業費の投資等により、非常に厳しい事業運営を迫られている。

施策の方向性
　事業の効率化や見直しを図るなど水道事業の健全化に努める。
　また、安心して水道水を利用していただけるようＰＲに努め、広報の充実を図る。

事務事業名 区分1 区分2
事務事業の概要

（実施計画）

①
水道施設維持管理
事業
（水道事業）

任意自治 ｲﾝﾌﾗ

　水の安定供給を図るため、施
設の維持管理を行うとともに、施
設の更新（修繕）を計画的に進
める。

47,014 Ｂ

浄水場維持管理
漏水修理及び舗装復旧

②
給水装置設置事業
（水道事業）

任意自治 経常

　水道事業の適正な運営をする
ため、給水申請に基づき、設計
審査及び工事の立会・検査等を
実施する。

0 Ｂ

給水申請に基づき、設計審査
及び工事の立会・検査等を実
施する。

③
給水装置等維持管
理事業
（水道事業）

任意自治 ｲﾝﾌﾗ

　給水装置等の機能維持を確保
するため、配水管及び給水装置
からの漏水調査を行い、早期の
発見に努める。

35,508 Ｂ

漏水調査
検針業務
量水器交換業務・量水器購入

④
水質検査事業
（水道事業）

任意自治 経常

　安全な水を安定的に供給する
ため、水道法に基づく検査項目
に加え、独自の水質検査を実施
する。

7,011 Ｂ

定期水質検査
水質検査用採水業務
赤痢菌検査

⑤
配水管幹線整備事
業
（水道事業）

任意自治 ｲﾝﾌﾗ

　安定した給水を確保するため、
配水管の敷設替工事を計画的
に実施する。また、重要施設へ
の基幹管路の耐震化についても
計画的に改修する。

137,632 Ｂ

配水管布設替工
舗装工事
設計委託

⑥
「水道事業ビジョン」
推進事業
（水道事業）

任意自治 政策

　水道事業の長期的、持続可能
な運営体系の構築を図るため、
「水道事業ビジョン」及び「経営
戦略」で策定した計画に基づき
諸施策の推進を図る。

9,126 Ｂ

「水道事業ビジョン」及び「経
営戦略」で策定した計画に基
づき諸施策の推進を図る。
また、「水道事業ビジョン」及
び「経営戦略」の両計画を一
つの計画として改定する。

⑦
水道広報事業
（水道事業）

任意自治 経常

　水の大切さや水道事業の内容
を理解してもらうため、広報紙や
ホームページ等の活用により情
報提供を充実するとともに、施設
見学などを実施する。

233 Ｂ

広報紙やホームページ等によ
る啓発を行うとともに、施設見
学等を通じて、水に対する意
識の醸成を図る。

⑧
上下水道事業経営
審議会事業
（水道事業）

任意自治 政策

　上下水道事業の経営に関する
事項その他上下水道事業に関
し、必要な事項について調査及
び審議を行う。 409 Ａ

「水道事業ビジョン」と「経営戦
略」の両計画を一つの計画と
して改定するための協議・検
討を行う。

⑨

⑩

決算額・予算額　計 236,933 （b）

　＜取組方針＞　
　　新： 新規事業
　　Ａ： 拡充（予算や人員等を拡充し、事業を拡大）　　
　　Ｂ： 現状維持（事業内容や規模を前年度と同じレベルで実施）　
　　Ｃ： 見直しのうえ継続（手法や予算を部分的に見直すが、目標成果は維持）
　　Ｄ： 縮小（予算含め、事業内容や規模を縮小）
　　Ｅ： 統合（今後、他事務事業と統合）　
　　Ｆ： 終了・休止・廃止



【 】

【 】

【 】

【 】

【 】

(注) 指標の区分（考え方）

「手段」によって、「対象がどのように変化したか」を表す「成果指標」の設定が重要。

投入指標 活動指標 成果(結果)指標 成果指標

⇒ ⇒ ⇒ ⇒

（例） ・予算○○万円 ・事業○○回実施 ・参加者○○人 ・自治会加入世帯割合○％(の増加)

・1人当たり公園面積○○㎡(の増加)

久御山町 施策評価シート （令和 5 年度実施）

施策名(節)： 下水道

１．施策の基礎情報 <Plan> 担当課 上下水道課

章 第２章　人と企業が定着したくなる基盤を整えます

節 第７節　下水道

施策の実施期間 平成 28 年度 ～ 令和 7 年度

①下水道施設の整備と維持管理の推進
②下水道事業経営の健全化

２．施策の指標 <Do>
H 27 R 2 R 3 R 4 R 7

当初実績 総計中間目標 実績値 実績値 総計目標

５次総計目標 整備面積 ha 497(H26) 521.7 517.6 517.6 564.7 

５次総計目標 接続率 ％ 91.5(H26) 95 92 92 99 

成果(結果)指標 人口普及率（下水道処理人口÷行政人口×１００） ％ 99.2 99.8 99.8 99.8 99.9 

成果(結果)指標 人口水洗化率（水洗化人口÷行政人口×１００） ％ 95.0 96.3 93.4 94.6 96.4 

成果(結果)指標 処理人口水洗化率（水洗化人口÷供用開始処理人口×１００） ％ 95.7 98.7 93.6 94.7 99.7 

・・・指標を設定し、この施策では、どのような「手段(事業)」によって「対象」にはたらきかけ、「対象をどのようにしたいか」を明確に。

資源（財・人）投入 活動・事業実施 結　　果 成　　果

３．施策の事務事業費 <Do> （千円）

令和 3 年度　決算額 281,622 

令和 4 年度　決算額　　（a） 295,064 

令和 5 年度　予算額　　（b） 406,560 

４．施策の評価 <Check>

前年度（令和 4 年度）評価 Ｂ
Ａ： 達成されている。　　B： 概ね達成されている。　　C： あまり達成されていない。
D： 達成されていない。　　＊： 指標が設定できないため一概に評価できない。

＜観点＞　
前年度の取組結果（指標）について、前々年度実績値に対する『前年度評価』と、総合計画目標年次（H37）目標値に対する『長期評価』の２つの視
点から、成果目的と指標のそれぞれ達成されている理由、達成されていない理由について記入する。　

前年度（令和 4 年度）評価 Ｂ
Ａ： 妥当である。　　B： 概ね妥当である。
C： 一部不十分であり見直しの必要がある。　　Ｄ： 不十分であり見直しの必要がある。

＜観点＞　 成果目的・指標の達成度から、事務事業の構成・内容が妥当かどうか、見直しが必要な点などについて記入する。

総合計画上の
位 置 付 け

成　果　目　的
（総合計画基本方針）

　排水処理施設・設備の維持管理を推進します。
　下水道事業の経営基盤の安定を図ります。

第５次総合計画
策定時の課題

　下水道施設は、生活排水や工場排水などの汚水の排除により快適な生活環境の確保、河川等の水質
保全など大事な役割を担っています。本町の下水道は、昭和57年度に木津川流域関連公共下水道、
昭和58年度に大橋辺地区の単独公共下水道に着手し、計画的・効率的に整備を進めてきており、平成
28年度には概ね整備が完了する予定です。今後は、限られた財源を有効に活用する中で、適正な維持
管理を行い、長期的・効率的な事業運営を行っていくことが必要です。
　公営企業会計への移行を平成29年度に予定しており、安定した経営を持続していくためには、老朽化
した施設の長寿命化計画の策定や未接続家屋への普及活動など、経営基盤強化への取組を一層進め
ることが必要です。

総合計画基本計画（項目）

主な事務事業の
取組内容

　終末処理場の建設及び維持管理費の負担、公共下水道の整備、下水道管渠の維持管理、水質検査
業務、普及促進業務など。

施策指標名（算定式） 単位

成果目的
と指標の
達成度

　令和４年度は下水道整備工事を１件行ったが、人口普及率は前年度と同じ99.8％となっている。
　人口水洗化率は1.2％増の94.6％、処理人口水洗化率は1.1％増の94.7％で、継続的に実施している個別訪問等に
よる勧奨活動により、着実に接続率等は上昇している。

事務事業の
構成・内容
の妥当性

　昭和57年度の下水道事業着手以降、計画的・効率的に下水道整備を進め、人口普及率は99.8％に達している。な
お、残る未整備地域の整備については、上下水道事業経営審議会において、合併浄化槽による整備も含めて、整備
方法を検討することとする旨の意見があったため、個別に整備方法等の検討を行うこととしている。一方、事業開始から
約40年が経過し、施設の老朽化が進行していることから、適切な維持管理及び計画的な改築更新の必要性が高まって
きている。



５．施策の今後の方向性 <Action>
＜観点＞　 社会情勢や法制度の変化を踏まえ、今後発生が予測される課題について記入する。

＜観点＞　 今後発生が予測される課題への対策や方針について記入する。

　（ 参 考 ）

 施策を構成する事務事業の取組方針等
（千円）

令和 4
年
度

令和 5 年度

決算額
（人件費含むﾌﾙｺｽﾄ）

予算額 取組方針

11,110 

(14,110)

29,326 

(31,201)

193,803 

(195,678)

25,985 

(31,610)

34,839 

(49,089)

0 

(3,000)

1 

(3,376)

0 

(0)

0 

(1,875)

（a） 295,064 

(329,939)

今後発生が
予測される

課　　題

　人口減少や節水機器の普及により、下水道使用料収入の減少が見込まれる一方、下水道事業開始後、約40年
が経過し、施設の老朽化に伴う道路陥没事故等の発生や修繕・改築費用の増加が予想される。また、不明水によ
る処理費や施設への負担が増加しており、下水道事業経営や施設運営への影響が更に大きくなると推測される。

施策の方向性

　令和３年度に策定したストックマネジメント計画等を加味した「久御山町下水道ビジョン」を基に、下水道事業経営
の健全化、経営基盤の安定化及び施設管理の最適化を図る。

事務事業名 区分1 区分2
事務事業の概要

（実施計画）

①

ストックマネジメント
計画策定及び公共
下水道施設長寿命
化計画策定事業
（下水道事業）

任意自治 政策

　維持管理業務全体を体系化
し、中・長期的な維持管理に係る
方針や計画を策定し、計画的・
効率的に行える体制を整備す
る。

16,687 Ｂ

　今後の下水道事業運営で
重要となってくる維持管理に
ついて、計画的・効率的に実
施するために行う。

②
木津川流域下水道
事業推進事業
（下水道事業）

任意自治 ｲﾝﾌﾗ

　木津川流域下水道の終末処理
場の計画的な建設を推進するた
め、事業費の一部を負担する。 43,581 Ｂ

　木津川流域下水道の終末
処理場の計画的な建設は久
御山町のまちづくりにとっても
必須であり、継続して事業費
の一部を負担する。

③

木津川流域下水道
事業維持管理推進
事業
（下水道事業）

任意自治 ｲﾝﾌﾗ

　広域的な下水道事業を推進す
るため、木津川流域下水道及び
単独公共下水道の維持管理に
係る費用を京都府及び京都市に
対して負担する。また、川北排水
機場の維持管理に係る費用を八
幡市に対して負担する。

240,728 Ｂ

　木津川流域下水道及び単
独公共下水道の維持管理に
係る費用を継続して京都府及
び京都市に対して負担する。
また、川北排水機場の維持管
理に係る費用を継続して八幡
市に対して負担する。

④
公共下水道整備・
更新事業
（下水道事業）

任意自治 ｲﾝﾌﾗ

　快適で住みよい生活環境の実
現のため、事業認可計画に基づ
き公共下水道の整備及び改築を
行う。

53,490 Ｂ

　未整備地域については上下
水道事業経営審議会の意見
を踏まえ、整備方法の再検討
を行う。また、老朽化する施設
については、計画的に改築更
新を行う。

⑤
公共下水道維持管
理事業
（下水道事業）

任意自治 ｲﾝﾌﾗ

　公共下水道の機能を確保する
ため、下水道管渠、マンホール
ポンプﾟ等の維持管理を行う。 52,054 Ｂ

　公共下水道の機能を確保す
るため、下水道管渠、マン
ホールポンプ等の維持管理を
継続して行う。

⑥
下水道広報事業
（下水道事業）

任意自治 経常

　下水道の普及と事業の促進を
図るため、広報誌やホームペー
ジ等を通じて啓発を行う。 0 Ｂ

　接続率・水洗化率の向上を
目指して、下水道接続の啓発
を継続して行う。

⑦
排水設備設置事業
（下水道事業）

任意自治 経常

　下水道接続の普及と経費的支
援をするため、便所水洗化改造
資金融資の利用者が支払う利子
を融資時から５年間補給する。

20 Ｂ

　水洗便所の普及促進を図
り、環境衛生の向上に資する
ことを目的として、継続して久
御山町便所水洗化改造資金
融資あっせんを行う。

⑧
上下水道事業経営
審議会事業
（上下水道事業）

任意自治 政策

　上下水道事業の経営に関する
事項その他上下水道事業に関
し、必要な事項について調査及
び審議を行う。

0 Ｃ

　下水道ビジョンの事後検証
等を実施する。

⑨
「下水道ビジョン」推
進事業
（下水道事業）

任意自治 政策

　下水道事業の長期的、持続可
能な運営体系の構築を図るた
め、「下水道ビジョン」で策定した
計画に基づき諸施策の推進を図
る。

0 Ｂ

　令和３年度に策定した久御
山町下水道ビジョンを推進す
る。

⑩

決算額・予算額　計 406,560 （b）



【 】

【 】

【 】

【 】

【 】

投入指標 活動指標 成果(結果)指標 成果指標

⇒ ⇒ ⇒ ⇒

（例） ・予算○○万円 ・事業○○回実施 ・参加者○○人 ・自治会加入世帯割合○％(の増加)

・1人当たり公園面積○○㎡(の増加)

久御山町 施策評価シート （令和 5 年度実施）

施策名(節)： 自然・環境保全

１．施策の基礎情報 <Plan> 担当課 産業・環境政策課

章 第２章　人と企業が定着したくなる基盤を整えます

節 第８節　自然・環境保全

施策の実施期間 平成 28 年度 ～ 令和 7 年度

①自然環境の保全と住民活動の促進　②公害・不法投棄対策の推進　③環境衛生の確保

２．施策の指標 <Do>
H 27 R 2 R 3 R 4 R 7

当初実績 総計中間目標 実績値 実績値 総計目標

５次総計目標 「さわやかクリーンキャンペーン」への参加率 ％ 36 55 58 45 65 

成果(結果)指標 不法投棄苦情処理 箇所 10 ― 9 0 ―

成果(結果)指標 苦情処理 件 222 ― 86 58 ―

資源（財・人）投入 活動・事業実施 結　　果 成　　果

３．施策の事務事業費 <Do> （千円）

令和 3 年度　決算額 30,923 

令和 4 年度　決算額　　（a） 31,755 

令和 5 年度　予算額　　（b） 40,483 

４．施策の評価 <Check>

前年度（令和 4 年度）評価 Ｂ
Ａ： 達成されている。　　B： 概ね達成されている。　　C： あまり達成されていない。
D： 達成されていない。　　＊： 指標が設定できないため一概に評価できない。

＜観点＞　
前年度の取組結果（指標）について、前々年度実績値に対する『前年度評価』と、総合計画目標年次（H37）目標値に対する『長期評価』の２つの
視点から、成果目的と指標のそれぞれ達成されている理由、達成されていない理由について記入する。　

前年度（令和 4 年度）評価 Ｂ
Ａ： 妥当である。　　B： 概ね妥当である。
C： 一部不十分であり見直しの必要がある。　　Ｄ： 不十分であり見直しの必要がある。

＜観点＞　 成果目的・指標の達成度から、事務事業の構成・内容が妥当かどうか、見直しが必要な点などについて記入する。

総合計画上の
位 置 付 け

成　果　目　的
（総合計画基本方針）

　環境保全団体への活動助成に加え、自然環境保全等に関わる人材育成に努めます。
　久御山町豊かな心づくり推進協議会の活動を通して、環境美化運動への意識啓発を図ります。
　住民や関係者との連携による、公害のない美しいまちづくりを推進します。

第５次総合計画
策定時の課題

　木津川や宇治川などの自然環境や町内の田園風景は、町の魅力ある景色・風景として、質の高い
地域環境や美しい景観を形成していくために、その保全と活用が求められています。しかし、町内に
おける環境保全活動では、自主的な活動をされている地域住民の高齢化が課題となっています。これ
ら団体との連携を強化するとともに、若い世代に自然環境保全の意義や重要性を伝え、自然を愛する
意識の高揚を図ることが必要です。
　近年の幹線道路整備により、ごみの不法投棄が増えています。美しいまちなみを保つため、不法投
棄の防止が課題です。　
　人口減少や高齢化社会の進行により、今後、管理されない空き家、空き地の増加が予想され、雑草
繁茂や害虫発生等の衛生問題への対応が必要です。

総合計画基本計画（項目）

主な事務事業の
取組内容

　桜並木保全活動補助、自然観察会の開催、久御山町豊かな心づくり推進協議会活動補助、犬のふ
ん害防止の取組、ごみの不法投棄対策、大気・河川・騒音等の環境測定、犬等の適正飼養指導、苦
情処理対応

施策指標名（算定式） 単位

成果目的
と指標の
達成度

　「さわやかクリーンキャンペーン」の取組については、参加団体が前年度より12団体減少し、参加者数も584人の減少となった。ま
た、自治会については、38団体のうち29団体の参加協力があり前年度より５団体の減少となった。参加者数の減少については、コ
ロナ禍の影響は緩和されつつあるものの、自治会内で少人数での清掃を行ったり、クリーンキャンペーンとは別の日に清掃が実施
されるなどの動きがあったと考えられる。今後とも当キャンペーンの意義を粘り強く啓発し、参加団体のさらなる増加に努める。
　不法投棄については、令和４年度は０件であった。職員による環境パトロールを引き続き実施していく。
　公害苦情処理件数については、前年度よりも28件と大きく減少したが、苦情処理については、原因者が判明することがほとんどな
く、案件によって解消に至るにも相当の時間を要するため、件数の増減で一喜一憂することができない。

事務事業の
構成・内容
の妥当性

  環境パトロールや騒音や河川の水質調査などについて、概ね妥当だと考える。また、雨水の利活用による環境負荷
の低減を目的に雨水貯留施設の設置費の一部補助をはじめ、その他の自然・環境保全施策についても妥当と考え
る。



５．施策の今後の方向性 <Action>
＜観点＞　 社会情勢や法制度の変化を踏まえ、今後発生が予測される課題について記入する。

＜観点＞　 今後発生が予測される課題への対策や方針について記入する。

　（ 参 考 ）

 施策を構成する事務事業の取組方針等
（千円）

令和 4 年度 令和 5 年度

決算額
（人件費含むﾌﾙｺｽﾄ）

予算額 取組方針

1,033 

(3,058)

800 

(3,275)

314 

(2,279)

12 

(1,572)

1,948 

(5,938)

88 

(1,048)

27,510 

(28,110)

50 

(950)

（a） 31,755 

(46,230)

今後発生が
予測される

課　　題

　インターネットやSNSの普及により情報があふれ、近隣との関係が希薄になってきている影響から住民や事業
所からの公害苦情が複雑かつ多様化してきており、環境法令等だけで指導・解決できないものが増えている。原
因者、苦情者ともに納得・解決できない事案の増加が懸念される。

施策の方向性

　苦情処理対応事業については、原因者・苦情者の意向を尊重しながら苦情内容を整理する中で中立的な立場で適切に処理を進める。
　また、久御山町廃棄物の減量及び適正処理の促進等に関する条例の施行に伴い、ごみの持ち去りについて強化を図るために府警と連
携を図り対応する。
　あわせて、令和５年４月１日に施行された久御山町環境基本条例に定められた基本理念を広く周知、浸透させることで環境保全に対す
る意識の醸成を図り、公害の防止や環境衛生の保全につなげる。

事務事業名 区分1 区分2
事務事業の概要

（実施計画）

① 自然環境保全事業 任意自治 経常

　自然環境の保全と環境意識の向上
のため、前川桜並木の保全管理を
行っている団体に対し補助を行うとと
もに、自然に親しむ環境教育を行う。
　また、雨水の利活用による環境負
荷の低減を目的に、雨水貯留施設を
設置する際に補助を行う。

2,063 Ｂ

　前川桜並木の保全管理を行っ
ている団体に対し補助を継続して
いく。
　自然に親しむ環境教育を行う。
　また、雨水貯留施設を設置する
住民や事業所に対し補助を継続
して行う。

② 町民運動推進事業 任意自治 経常

　まちの環境美化活動等を広く住民
に働きかけるため、環境美化活動を
推進する｢久御山町豊かな心づくり
推進協議会」の活動に対し補助を行
うとともに、町内環境美化の啓発を行
う。

800 Ｃ

　当該事業に対する補助を継続
していくとともに、町民・事業者・
行政がパートナーとして連携して
いくことができる自立した組織とな
るよう、新組織体制の検討を行
う。

③
犬等の適正飼養推
進事業

義務自治 経常

　犬の飼い主に対し、狂犬病予防接
種の周知を行うとともに、犬の正しい
飼い方の指導、ふんの後始末などに
対するモラル向上のための啓発活動
等を行う。 また、猫の適正飼養のた
め、避妊・去勢手術費の補助を行う。 429 Ｃ

　犬の適正飼養の啓発や狂犬病
予防注射の周知を継続していく。
　また、あわせて狂犬病予防集合
注射の実施場所等については、
安全面を考慮して不特定多数の
人が出入りする場所を避けるなど
再検討を行う。
　猫の適正飼養のため、避妊・去
勢手術費の補助を行う。また、広
く飼養者に補助が行き渡るよう、
補助要綱の改正を行う。

④ 地域環境啓発事業 任意自治 経常

　地域の環境美化のため、ごみの不
法投棄の未然防止や犬のふん害防
止の啓発活動を行う。

257 Ｃ

　地域住民や事業所と連携・協働
し、効果的なパトロールとなるよう
検討を行う。

⑤ 環境管理事業 任意自治 経常

　まちの適正な環境を保全管理する
ため、住民等から寄せられる苦情等
に対し、適切な対応を行う。また、騒
音等を発生させる機械や工事の適
正履行を指導するとともに、町内の
騒音や河川の水質等の現況を調査
する。また、光化学反応による大気
汚染緊急時体制、PM2.5に係る注意
報発令時の連絡体制を整備し、対策
を講じるとともに住民への周知を行
う。

3,073 Ｂ

　前年度事業レベルで事業を継
続していく。

⑥ 害虫駆除事業 任意自治 経常

　蜂駆除用の防護服を住民に貸し出
すなど、蜂の駆除支援を行う。スズメ
バチについてはスズメバチ駆除費補
助金により、住民等に対して営巣駆
除に要した費用の一部を補助する。

100 Ｂ

　前年度事業レベルで事業を継
続していく。

⑦ し尿処理事業 義務自治 経常

　適正なし尿のくみとりを城南衛生管
理組合において行う。また、し尿浄化
槽の適正な維持管理を指導する。

33,691 Ｂ

　前年度事業レベルで事業を継
続していく。

⑧ 衛生保全事業 義務自治 経常

　公衆衛生の向上のため、施設等の
適正な維持管理を指導する。 70 Ｂ

　前年度事業レベルで事業を継
続していく。

⑨
⑩

決算額・予算額　計 40,483 （b）
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久御山町 施策評価シート （令和 5 年度実施）

施策名(節)： 循環型社会

１．施策の基礎情報 <Plan> 担当課
産業・環境政策課

（・住民課・企画財政課）

章 第２章　人と企業が定着したくなる基盤を整えます

節 第９節　循環型社会

施策の実施期間 平成 28 年度 ～ 令和 7 年度

①環境に配慮した暮らしの促進　②廃棄物の発生抑制と資源化の推進

２．施策の指標 <Do>
H 27 R 2 R 3 R 4 R 7

当初実績 総計中間目標 実績値 実績値 総計目標

５次総計目標 可燃ごみ・不燃ごみ排出量の削減（平成26年度基準） トン・％ 3,911(H26) 3,676・6.0% 3,460 3,331 3,496・10.6%

５次総計目標 リサイクル資源物の排出割合の増加 トン・％ 209・5.07%(H26) 241・6.15% 297･7.91% 288･7.93% 299・7.88%

５次総計目標 使用済小型家電のリサイクル排出量 kg 491(H27目標) 1,000 2,880 1,980 1,500 

３．施策の事務事業費 <Do> （千円）

令和 3 年度　決算額 217,058 

令和 4 年度　決算額　　（a） 223,667 

令和 5 年度　予算額　　（b） 238,760 

４．施策の評価 <Check>

前年度（令和 4 年度）評価 Ｂ
Ａ： 達成されている。　　B： 概ね達成されている。　　C： あまり達成されていない。
D： 達成されていない。　　＊： 指標が設定できないため一概に評価できない。

＜観点＞　
前年度の取組結果（指標）について、前々年度実績値に対する『前年度評価』と、総合計画目標年次（H37）目標値に対する『長期評価』の２つの視
点から、成果目的と指標のそれぞれ達成されている理由、達成されていない理由について記入する。　

前年度（令和 4 年度）評価 Ｂ
Ａ： 妥当である。　　B： 概ね妥当である。
C： 一部不十分であり見直しの必要がある。　　Ｄ： 不十分であり見直しの必要がある。

＜観点＞　 成果目的・指標の達成度から、事務事業の構成・内容が妥当かどうか、見直しが必要な点などについて記入する。

総合計画上の
位 置 付 け

成　果　目　的
（総合計画基本方針）

　住民や事業者に対して地球温暖化防止に関する啓発を行い、新エネルギー利用への取組を支援・
促進するとともに、行政自らも「久御山セービングプラン」の実践による率先した取組を進めます。
　「環境基本条例」及び「環境基本計画」を策定し、住民・事業者・行政が協働して環境負荷の少ない
まちづくりを進めます。
　廃棄物の発生抑制と適正な循環的利用や処分を行うことで資源の消費を抑制し、環境への負荷が低
減される循環型社会の構築をめざします。

第５次総合計画
策定時の課題

　近年、多種多様な原因による環境への負荷の増大が深刻な問題となっており、本町の実情に見合っ
た「環境基本条例」の制定や「環境基本計画」を策定し、住民、事業者、行政の責務を明確にする必要
があります。
　太陽光発電システム設置費の補助が終了したことで、今後は太陽光発電に代わる環境にやさしい自
然エネルギーの普及を進めていく必要があります。
　家庭系ごみ排出量は、可燃物において年間収集量・一人一日当たり排出量とも長期的には減少傾
向にある一方、不燃物ではいずれも一進一退となっています。
　ごみの排出抑制と再生利用の推進を図るため、再生資源集団回収補助事業の継続や使用済小型家
電の再資源化に向けた取組が必要です。

総合計画基本計画（項目）

主な事務事業の
取組内容

　住民向け学習会の開催、久御山セービングプラン取組の点検評価、同プランの取組結果の広報掲
載、久御山クールドミノ戦略第５期計画の策定、職員研修の実施、環境教材の配付、再生資源集団回
収事業補助、プラマーク製品の分別回収、小型電子機器等再資源化事業、食品ロス削減のための
フードドライブ事業

施策指標名（算定式） 単位

成果目的
と指標の
達成度

　家庭ごみの排出量は、可燃・不燃・資源ごみともに減少し、一人一日当たりの排出量でも減少、リサイクル率も増加し
ている。使用済小型家電の回収量は減少したものの総計目標に向け概ね達成されている。
　理由としては、ごみ分別辞典「ごみサク」等による住民周知により、住民の排出抑制や適正分別などの意識の向上が
図れたためと考える。今後も、ごみの減量化や資源の有効活用に向け、更なる取組の推進を図っていく。

事務事業の
構成・内容
の妥当性

　第５次総合計画策定時の課題であった環境にやさしい自然エネルギーの普及については、太陽光発電システムと
蓄電池の同時設置をした人に費用の一部補助しており事業として妥当である。
　循環型社会の形成を目指す上では住民の協力は必要不可欠であり、行政と一体になって取り組まなければ成果が
表れないものと考える。ごみの減量化や分別推進は進んでおり、事業内容は妥当である。



５．施策の今後の方向性 <Action>
＜観点＞　 社会情勢や法制度の変化を踏まえ、今後発生が予測される課題について記入する。

今後発生が予測される課題への対策や方針について記入する。

　（ 参 考 ）

 施策を構成する事務事業の取組方針等
（千円）

令和 4 年度 令和 5 年度

決算額
（人件費含むﾌﾙｺｽﾄ）

予算額 取組方針

1,718 

(11,843)

201 

(1,551)

60,055 

(100,255)

159,006 

(163,506)

2,374 

(4,621)

139 

(1,114)

174 

(2,424)

（a） 223,667 

(285,314)

今後発生が
予測される

課　　題

･食品ロスの削減を目的とした「食品ロスの削減の推進に関する法律」に基づく食品ロス削減推進事業。
・環境基本計画（地球温暖化対策実行計画「区域施策編」）に定める施策を推進していくため、住民・事業者との
協働体制の構築と環境意識の醸成を図る取組。
・「プラスチック資源循環促進法」の施行に伴う、プラスチック資源一括回収の取組。

施策の方向性

･事業系一般廃棄物収集運搬許可業者への指導は、城南衛生管理組合と連携し展開検査等を実施する。
･食品ロス削減の取組については、フードドライブ事業や啓発のための教室を開催する。また、飲食店やスーパーなどの
食品残渣の減量を図るため、事業者向けの啓発を推進する。
・組合構成市町と連携し、プラスチック資源の一括回収に向け、収集体制や住民周知等の検討を行う。
・環境基本計画（地球温暖化対策実行計画「区域施策編」）に定めた各種の環境施策及び温室効果ガスの排出削減に
向けた取組を推進する。

事務事業名 区分1 区分2
事務事業の概要

（実施計画）

①
温暖化防止活動事
業

義務自治 政策

　久御山クールドミノ戦略の取組を推
進するとともに、省エネ対策学習会
を開催し、温室効果ガス排出抑制の
啓発を行う。
　また、家庭向け自立型再生可能エ
ネルギー導入事業費補助金により、
各家庭での再生可能エネルギーの
利用普及を図る。
　本町における環境政策の基本理
念、方針を定めた環境基本条例を
ベースに環境政策のマスタープラン
となる環境基本計画（地球温暖化対
策実行計画「区域施策編」含む）を
策定し、環境保全に係る各分野での
施策の実施や地球温暖化に対する
温室効果ガスの総量削減目標を達
成するための施策を住民、事業所、
行政の三者協働のもと実施してい
く。

15,096 Ａ

　久御山クールドミノ戦略第５期
計画に基づき、町の全事務事業
における温室効果ガスの削減を
図るため、職員による省エネ活動
や公共施設への太陽光発電設
備の設置を検討する。
　久御山町環境基本条例に基づ
き、本町における環境政策のマス
タープランとなる環境基本計画
（「区域施策編」含む）を策定し、
各種の施策を推進する。
　また、本町の環境に関する基本
的事項を調査審議する諮問機関
として環境審議会を設置する。
　その他、太陽光と蓄電池を同時
設置する住民に対し補助を継続
して行う。

② ごみ減量啓発事業 任意自治 政策

　廃棄物の発生抑制とリサイクルを
推進するため、ごみに関する啓発を
行う。 0 Ｅ

　家庭ごみ減量推進事業に統合

③
家庭ごみ収集事業
（住民課）

義務自治 経常

　家庭から排出されるごみ（可燃・不
燃・リサイクル）の収集運搬を行うとと
もに、「プラマーク製品」の分別収集
及び使用済小型家電回収に取り組
む。

62,322 Ｂ

　前年度事業レベルで事業を継
続していく。

④
ごみ処分事業
（住民課）

義務自治 経常

　収集運搬された家庭ごみ、事業系
ごみを適正に処分するとともに、不
法投棄された廃家電をリサイクル
ルートに乗せる。

158,209 Ｂ

　前年度事業レベルで事業を継
続していく。

⑤
家庭ごみ減量推進
事業

任意自治 経常

家庭ごみを減量させるため、古紙等
の回収に取り組む地域の団体等に
対し補助を行う。 2,722 Ｂ

　前年度事業レベルで事業を継
続していく。

⑥
食品ロス削減推進
事業

任意自治 政策

住民から家庭で食べきれない食品
や食べる予定のない食品を回収し、
子供食堂やNPO等に配布することに
よって、食品ロス削減に取り組む。 182 Ａ

　フードドライブ事業について、
令和４年度の実施結果をうけて、
今年度は実施回数と回収拠点を
増やして事業に取り組んでいく。
また、食品ロスに関す学習会を新
たに開催する。

⑦
役場庁舎ＫＥＳ推進
事業（企画財政課）

任意自治 経常

　地球環境にやさしい行政運営をす
るため、平成18年11月１日に制定し
た「久御山町役場環境宣言」に基づ
き、継続的にＫＥＳに参画し、本庁の
環境活動の取組を進める。

229 Ｂ

　令和４年７月に改訂した「環境
マネジメントマニュアル」をもとに、
前年度事業レベルで事業を継続
していく。

⑧

決算額・予算額　計 238,760 （b）


